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１ 事業推進の背景 

（１）自殺対策基本法の施行・改正 

国内の自殺者数は、平成１０年に急増し、３万人を超える状態が続きました。 

このため、国は、平成１８年に自殺対策を総合的に推進するため「自殺対策基本法」を 

  施行し、平成１９年に政府が推進するべき自殺対策の指針として「自殺総合対策大綱」を 

  策定しました。 

さらに、平成２８年４月に「自殺対策基本法」の一部を改正し、県及び市町村に自殺対 

  策の計画策定と対策実施を義務づけました。また、国内の令和８年の自殺死亡率を 

１３．０以下とする目標を掲げました。（参考値：平成２６年自殺死亡率 １９．５） 

 

２ あま市における自殺の現状 

（１）あま市の自殺者数     

あま市の平成２７年から平成３１年の年間平均自殺者数は１２．６人で、人口１０万人 

対で算出した自殺死亡率は１４．２となっています。この死亡率は、国より低い水準で、 

平成２７年から２９年にかけ増加傾向にありましたが、平成３０年以降は減少しました。 

（２）あま市自殺者の特徴 

あま市の自殺者の特徴は、性・年代別で見ると、６０歳以上の男・女性（無職者）、２０歳か

ら３９歳の男性（有・無職者）、２０歳から３９歳女性（無職者）が多い状況となっています。

また、原因別で見ると、①健康問題 ②家庭問題 ③経済・生活問題が多くなっています。 

 

３ あま市自殺対策計画 

（１）策定経過 

国の動きを受け、市では平成２９年８月から関係機関・団体代表者等で構成された「自殺 

対策計画策定委員会」及び庁内関係課担当者で構成された「自殺対策計画策定作業部会」で 

協議・検討を重ね、平成３０年３月にあま市自殺対策計画を策定しました。 

 【計画期間】：平成３０年度から令和９年度（令和４年度において中間見直し） 

 【全体目標】：（年間自殺者数） １２．８人「現状」 → １０．０人以下「H30～R9平均」 

       （年間自殺死亡率）１４．６  「現状」 → １１．７以下  「H30～R9平均」 

 

４ 今後取組むべき自殺対策の重点ポイント   ※裏面１「国が示す自殺対策の重点施策」 

次の事業・取組等は、国が示す自殺総合対策大綱に記載があり、国が強く要請しているも 

のです。これらの事業・取組については、「あま市自殺対策計画」にも実施事業・取組として 

記載し、数値目標を掲げているため、今後５年間で重点的に取り組む必要があります。 

（１）関係機関等との連携・ネットワークの強化 

○自殺対策ネットワーク会議の設置   ○自殺対策推進本部の設置 

（２）人材育成 

    ○職員の資質向上  ○ゲートキーパー養成講座の受講者数増加 

（３）市民への普及啓発 

   ○自殺に関する正しい知識の普及啓発 

   ○うつ病・アルコール依存症等自殺と関連の深い精神疾患への正しい知識の普及啓発 

（４）ハイリスク者に対するアプローチ・支援 

   ○庁内相談窓口の充実・相談場所の周知 

○精神疾患・うつ病・アルコール依存症等に関する相談窓口の充実 

○高齢者のこころの健康づくりの推進  ○市内精神科医療機関等との連携 

（５）児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

 ○市内全学校でのＳＯＳの出し方に関する教育（授業等）の実施 

 

５ 計画推進に向けての課題 

 （１）連携・ネットワークの強化 

計画に掲げる事業・取組は約１４０あり、その分野は保健・医療・福祉・教育・労働など幅

広く、また市が単独でできる事業・取組ばかりではありません。そのため、計画推進にあたっ

ては、市民・地域、関係機関・団体等と連携・協働するとともに、庁内では関係部局間の有機

的・緊密な連携を図り、全庁的に取り組むことが必要となります。 

（２）自殺や自殺関連事象に対する正しい理解  ※裏面２「自殺の危機要因イメージ」 

   自殺の要因は健康問題が最も多く、直接的な要因として「うつ状態」が多いといわれていま

す。しかし、「うつ状態」になるまでには「子育ての不安」「介護疲れ」「多重債務」「事業不振」

「ひきこもり」などの社会的要因・問題が潜在し、連鎖しています。そのため、対策を推進す

るためには、職員等がこのような自殺や自殺関連事象に対する正しい理解を深めることが必要

となります。 

 

６ 推進体制  ※裏面３「自殺対策推進体制図」、裏面４「今後のスケジュール及び作業」 

自殺対策の推進にあたり、地域・庁内の体制を整備するため、次の組織を設置します。 

○あま市自殺対策ネットワーク会議  ※年１回を予定 

市民等と連携・協働し、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、行政、関係機関・団 

体等で構成する「あま市自殺対策ネットワーク会議」を設置し、自殺対策のための連携強化 

及び情報交換等を行います。 

    ○あま市自殺対策推進本部  ※年１回を予定 

市の自殺対策計画の進捗管理及び施策の調整等を行うため、庁内の関係部局等が横断的に参 

画する「あま市自殺対策推進本部」を設置し、計画の策定・進捗管理をするとともに、関連 

施策との有機的な連携を図り、総合的かつ効果的に自殺対策に取り組みます。 

自殺対策事業の推進について 【資料２】 
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１ 国が示す自殺対策の重点施策 

  

 

２ 自殺の危機要因イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 自殺対策推進体制図 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                       

                                       

 

                               

 

 

※部会は必要に応じて関係課で随時開催 

４ 今後のスケジュール及び作業（令和２年度～令和３年度） 

○あま市自殺対策推進本部（本部・幹事会）   

部会が作成した進捗管理表や実務的資料等の確認、部会において検討された自殺対策に関する各施策の

調整及び推進等を行う。また、これらの内容を「自殺対策ネットワーク会議」へ報告、課題の提案をする。 

○部会 

進捗管理表や実務的資料等の作成、自殺対策に関する各施策の実務的な検討を行う。 

会議名 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 1 月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

あま市自殺対策ネットワーク

会議 
   ○         ○  

あま市自殺対策進本部 

（本部・幹事会） 
 ○         ○    

部会   

 

        ○   

医師会 

 

民生児童委員会 

精神科医師 

ひきこもり家族会 

小中学校校長会 

あま市自殺対策ネットワーク会議 あま市自殺対策推進本部 

本部 

【関係部長】 

部会 

【関係課担当職員】 

幹事会 

【関係課長】 

  

 

保健所 

 

老人クラブ 

商工会 

消防署 

社会福祉協議会 

警察署 

断酒会 

人権擁護委員会 

報告・課題の提案 

 情報交換・連携強化 

随時（※） 


